
令和７年度

通 常 総 会

議案及び資料

日時：令和７年９月 16 日

場所：高知県立高知青少年の家

高知県小規模林業推進協議会



第一部

令和７年度通常総会

次第

１ 開会（14：00）

２ 会長挨拶

３ 議長選出

４ 議事

第１号議案 令和６年度事業報告について

第２号議案 令和７年度事業計画について

第３号議案 役員の選任について

５ 閉会（15：00）

・・・・・・・・・・・・・・休憩（10 分）・・・・・・・・・・・・・・・

第二部

令和７年度第１回高知県小規模林業推進協議会

次第

１ 県からの情報提供（15：10）

令和７年度支援事業について

（１）特用林産について（木材産業振興課）

（２）令和７年度支援事業について（木材増産推進課、森づくり推進課）

（３）林業大学校（短期課程）の研修について

２ その他情報提供（15：55）

３ 意見交換会（16：10）

４ 閉会（16：30）



令和６年度事業報告について

１．協議会の開催

（１）開催回数 １回

（２）内容

１）通常総会及び令和６年度第１回協議会の開催

日 時 令和６年８月５日（月）

場 所 高知県立高知青少年の家

出席者 ２１名

＜総会 概要＞

① 会長挨拶

② 議長選出

③ 議事

第１号議案 令和５年度事業報告について

第２号議案 令和６年度事業計画について

第３号議案 役員の改選について

＜第１回 協議会概要＞

① 特用林産について

② 令和６年度支援事業について

③ 林業大学校（短期課程）の研修について

２．情報の発信・共有

（１）協議会のホームページによる情報発信

活動事例などの内容の充実に努めた。

（２）会報の発行 １回

３．活動事例取材の実施

小規模林業の取組事例をホームページで紹介するため、活動事例の取材を

実施した。

・林業人材育成研修（もりとみず基金） １件

４．会員アンケートの実施

会員の皆様の日頃の活動内容を把握し、協議会の活動や来年度の支援制度

の検討に必要な情報を取りまとめるため、アンケート調査を実施した。

実施時期：７月、配布：420 人、回答：77 人（回答率約 18.3％）

第１号議案



５．令和６年度小規模林業に関する支援制度の活用

支援制度を積極的に活用し、林業の知識や技術のスキルアップを図るこ

とで、現在行っている活動内容の充実を図った。

・アドバイザー派遣 24 日

・先進地現地研修 18 日

・傷害総合保険加入 ２人

・実践現場安全点検パトロール 13 日



令和７年度事業計画について

１．活動目標

本県の豊富な森林資源を有効に活用し、小規模林業を推進するため、協議会の開

催、情報の発信・共有及び県が実施する令和７年度の小規模林業に関する支援制度

の活用に取り組む。

２．活動計画

（１）協議会の開催

１）開催回数 １回（９月）

２）内容

① 総会・第１回 活動計画、活動報告、支援施策、意見交換会

（２）情報の発信・共有

１）協議会のホームページによる情報発信

２）会報の発行 １回（１２月）

（３）活動事例取材の実施

小規模林業の取組を紹介するため、活動事例取材の実施

（４）令和７年度小規模林業に関する支援制度の積極的な活用

下記の支援制度を積極的に活用し、林業の知識や技術のスキルアップを図るこ

とで、現在行っている活動内容の充実を図る。

１）道具に関わるもの

① 森林・山村多面的機能発揮対策交付金

② 自伐林家等林業機械のレンタル

２）間伐・作業道等に関わるもの

① 造林事業

② みどりの環境整備支援事業

３）技術力の向上に関わるもの

① 林業大学校の短期課程の研修

② 小規模林業総合支援事業（小規模林業者育成支援事業）

４）事業地に関わるもの

① 小規模林業総合支援事業（林地集約化支援事業）

５）安全対策・その他に関わるもの

① 小規模林業アドバイザー派遣等事業

（アドバイザー派遣、先進地現地研修、安全装備導入、傷害総合保険加入、

蜂刺され対策、実践現場安全点検パトロール）

② 小規模林業総合支援事業（小規模林業者林家育成、林業体験ツアー開催）

第２号議案



役員の選任について

任期（現在）：令和５年度通常総会～令和７年度通常総会

任期（次期）：令和７年度通常総会～令和９年度通常総会

地区 会長 副会長 氏名

安芸 ○ 清岡 哲也

中央東 ○ 井上 靖彦

嶺北 ○ 川端 俊雄

中央西 ○ 中嶋 健造

須崎 ○ 池 昌隆

幡多 ○ 宮﨑 聖

第３号議案



高知県小規模林業推進協議会活動規約

（名称）

第１条 この会は、高知県小規模林業推進協議会（以下「協議会」という。）と称する。

（目的）

第２条 当協議会は、豊富な森林資源を有効に活用し、小規模林業の推進に取り組む

ことを目的とする。

（活動）

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。

（１）それぞれの地域において小規模林業の普及・啓発に積極的に取り組む

（２）会員相互のネットワーク化を図るため、林業活動の情報を積極的に発信していくこ

とに努める

（３）中山間地域および高知県各地で新規に林業へ参入する者に対する支援を行い、小規模

林業の実践者の育成に積極的に取り組む

（４）小規模林業の技術交流を推進するとともに、会員相互の技術研磨のため、協議会で行

う森林・林業の知識・技術の修得等のスキルアップ研修に参加し、林業に関する

知識・技術の向上に努める

（５）その他、協議会の目的を達成するために必要な活動

（会員）

第４条 協議会は、会員をもって構成する。

２ 会員は個人加入とし、協議会の目的に賛同する以下の者とする。

（１）自営業者（主として所有山林を経営する者）

（２）一人親方

（３）森林・林業や環境に関する活動を行っているＮＰО法人に所属している者

（４）森林・林業や環境に関する活動を行っているボランティア団体に所属している

者

（５）森林・林業に関する活動を行っている地域おこし協力隊に所属している者

（６）林研グループに所属している者

（７）その他役員会が認める者

３ 市町村、森林組合等は、オブザーバーとして協議会に参加することができる。

（入会）

第５条 協議会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を提出するものとす

る。

（会費）

第６条 会費は無料とする。



（退会）

第７条 協議会を退会しようとする者は、別に定める退会届を事務局に提出すること

で任意に退会することができる。

（役員及び役員の選任）

第８条 協議会に、次の役員を置く。

（１）会長 １人

（２）副会長 ６人以内

２ 副会長は、各地区の地区小規模林業推進協議会（以下「地区協議会」という。）か

ら１名ずつ選出された者を充てる。

３ 会長は、協議会の副会長の中から互選により選任する。

（役員の職務）

第９条 会長は、協議会を代表し、規約、総会の決議を尊重し職務を遂行しなければ

ならない。

２ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する副

会長がその職務を代行する。

（役員の任期）

第 10 条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任は妨げない。

２ 役員に欠員が生じたときは、その後任の職にある者をもって充てその任期は前任

者の残任期間とする。

３ 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務

を行わなければならない。

（役員の報酬）

第 11 条 役員の報酬は、無給とする。

（役員会）

第 12 条 役員会は会長が招集する。

２ 協議会の事業運営につき、次に掲げる事項は、役員会において決する。

（１）事業運営のための具体的方針の決定

（２）協議会の招集及び協議会に付議すべき事項

（３）前各号のほか役員会において必要と認めた事項

３ 協議会の事業運営につき、次に掲げる事項は、役員会において報告する。

（１）会員の加入及び脱退の状況

（２）協議会の事業実施及び役員会決定に係る処理状況

（３）前各号のほか役員会において必要と認めた事項



（総会）

第 13 条 総会は、役員会の議決を経て毎事業年度１回、会長が招集する。ただし、役

員会が必要と認める場合は、役員会の議決を経て臨時総会を招集することができる。

２ 総会は、事業計画、規約等の改正その他協議会の活動に関する重要事項について

審議する。

３ 総会においては、会長が議長となる。ただし、欠席の場合はあらかじめ会長が指

名する副会長が議長となる。

４ 総会の議決は、出席会員の過半数をもって決する。賛否同数のときは、議長がこ

れを決する。

５ 規約の変更、解散、会員の除名については特別議決事項とし、出席者の３分の２

以上の多数で決しなければならない。

６ 総会招集において通知のあった事項につき、必要に応じて書面、又は電子メール

により、議決権を行使することができる。

（地区協議会）

第 14 条 各地区に地区協議会を置く。

２ 地区協議会の活動規約については、必要に応じて定めることができる。

（会員名簿の管理・取扱い）

第 15 条 当協議会は、会員名簿を以下の目的で利用する。

（１）会員の証明

（２）協議会の開催案内・会報の送付、情報の提供

（３）各種アンケート・調査等による意見・要望等の収集・分析

（４）その他協議会活動規約に定める目的及び活動の範囲内において、協議会の運営

に必要な場合

２ 当協議会は、行政機関及び公共的団体等（以下「支援実施団体」という。）が、協

議会又は会員に対して補助等による支援を実施するために必要である場合は、当該

支援実施団体に会員名簿を提供することができる。

（事業年度）

第 16 条 協議会の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月 31 日までとする。

（事務局）

第 17 条 協議会の事務局は、高知県林業振興・環境部森づくり推進課に置く。

（その他）

第 18 条 この規約に定めるものを除いて、協議会の運営に必要な事項は、役員会の決

定において別に定める。



附 則

１ この規約は、協議会の設立の日（平成 27 年１月 18 日）から施行する。

２ 設立総会時の役員の任期は、第 10 条の規定にかかわらず、設立後最初の通常総会

までとする。

３ 第８条第２項にある副会長は、別表に示す地区ごとに選出する。

附 則

１ この規約は、平成 27 年６月 27 日から施行する。

２ 第８項第２項及び第 14 条にある地区については、別表のとおりとする。

附 則

この規約は、平成 29 年７月８日から施行する。

別表（第８条第２項、第 14 条関係）

項目 内容

地区

県下にある次にあげる林業（振興）事務所管内をいう。

・安芸地区（安芸林業事務所）

・中央東地区（中央東林業事務所）

・嶺北地区（嶺北林業振興事務所）

・中央西地区（中央西林業事務所）

・須崎地区（須崎林業事務所）

・幡多地区（幡多林業事務所）



（別紙）

平成 年 月 日

高知県小規模林業推進協議会長 様

高知県小規模林業推進協議会入会申込書

私は、会員名簿の管理・取扱いに関する事項も含めた協議会活動規約の内容を了承し、

これに同意しましたので、以下のとおり入会の申込みをします。

※市町村等支援実施団体への情報提供について（市町村経由の補助事業等に活用）

ふりがな

性別 男 ・ 女
氏 名

住 所

〒

電話番号

ファクス番号

E－mail

所属団体名

※団体に所属されている方は、所属団体名を記入してください。

所属団体名（ ）

活動形態

※該当するものに「○」を付けてください。

自伐林家 一人親方 NPO ボランティア

地域おこし協力隊 林研グループ その他（ ）

年間活動日数 約 （ ） 日程度

主な活動地がある

市町村
市町村名（ ）

入会の動機

協議会会員に補助等を実施する団体が、当該支援を実施するために会員名簿等の個人情報

を必要とする場合、必要最小限の個人情報を提供することがあります。

上記、個人情報の取り扱いについて （下のいずれかを○で囲んでください）

同意する 同意しない



（別紙）

高知県小規模林業推進協議会退会届

平成 年 月 日

高知県小規模林業推進協議会長 様

氏名

下記の理由により、高知県小規模林業推進協議会を退会させていただきます。

記

【退会理由】


